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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 
平成29年 1月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

主要投資対象の追加、一部解約の実行の請求に係る受付の緩和、取得申込みおよび一部解約の実行の請

求に係る申込不可日の変更、繰上償還条項のうちQFII制度認可取消等に係る償還項目の削除、信託金限

度額の変更等に伴い訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】

（１２）【その他】

＜訂正前＞

 

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。ただし、ＱＦＩＩ制度における投資枠を超える場合、取得申込

みの受付を中止することがあります。

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得

ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受

付を取消すことがあります。

 

■　取得申込不可日

以下に該当する日は、取得申込みの受付を行いません。

 

・上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの休業日

 

◆　「取得申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委

託会社のホームページにも、掲載いたします。

（略）

 

＜訂正後＞

 

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。

ただし、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを

得ない事情（中国の証券制度における投資枠を超える場合、投資対象国における非常事態によ

る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、送金制限等）があるときは、取得申込みの受付を

中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

■　取得申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。

 

＜平成29年4月20日まで＞

・上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの休業日

 

＜平成29年4月21日以降＞

・上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証券取引所の休業日

・翌営業日もしくは翌々営業日が、上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証券取

引所の休業日となる日

 

◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

（略）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

 

■　ファンドの目的

中国Ａ株マザーファンドおよび中国Ａ株コネクトマザーファンド（以下、「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、実質的に中国Ａ株に投資し、投資信託財産

の成長を目指して運用を行います。

 

■　信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、金500億円を限度として信託金を追加することができま

す。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。

 

■　ファンドの商品分類

ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ

れます。

 

商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

 

 

 

単位型

 

 

 

追加型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　　　）

 

資産複合

 

 

属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/23



 
株式
一般
大型株
中小型株

 
債券
　一般
　公債
　社債
　その他債券
クレジット属性
（　　）

 
不動産投信
 
その他資産
（投資信託証券
（株式・一般））
 
資産複合
（　　）
　資産配分固定型
　資産配分変更型
 

 
年１回
 
年2回
 
年4回
 
年6回
（隔月）
 
年12回
（毎月）
 
日々
 
その他
（　　）

 
グローバル
  
日本
 
北米
 
欧州
 
アジア
 
オセアニア
 
中南米
 
アフリカ
 
中近東
（中東）
 
エマージング

 
 
 
 
 
 
ファミリーファン
ド
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・
ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり
（　　）
 
 
 
 

 

なし

※ファンドは、マザーファンドの受益証券（投資信託証券）を主要投資対象とするファミリー

ファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産

（投資信託証券）」となり、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「株式」と

は分類・区分が異なります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

載しております。

 

商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会

のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけます。
 

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

区分は以下のとおりです。

 

［商品分類表の定義］

《単位型投信・追加型投信の区分》

（1）単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一

切行われないファンドをいう。

（2）追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

とともに運用されるファンドをいう。

《投資対象地域による区分》

（1）国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国

内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（2）海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海

外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的

に源泉とする旨の記載があるものをいう。

《投資対象資産による区分》

（1）株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株

式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（2）債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債

券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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（3）不動産投信（リート）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資

収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の

投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（4）その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に上記（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産

の名称記載も可とする。

（5）資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から(4)に掲げる資産のうち複

数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

《独立した区分》

（1）MMF（マネー・マネージメント・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF

をいう。

（2）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい

う。

（3）ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第

2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4

の2に規定する上場証券投資信託をいう。

《補足分類》

（1）インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目

指す旨の記載があるものをいう。

（2）特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要

と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、［属

性区分表の定義］で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場

合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する

場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

［属性区分表の定義］

《投資対象資産による属性区分》

（1）株式

①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が

あるものをいう。

③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記

載があるものをいう。

（2）債券

①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債

（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主と

して投資する旨の記載があるものをいう。

③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す

る旨の記載があるものをいう。

④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし

て投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の

「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し

て明確な記載があるものについては、上記①から④に

掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記

することも可とする。

（3）不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

（4）その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。

（5）資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組

入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、

組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組

入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
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くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて

いる資産を列挙するものとする。

《決算頻度による属性区分》

（1）年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい

う。

（2）年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい

う。

（3）年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい

う。

（4）年6回（隔月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある

ものをいう。

（5）年12回（毎月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の

記載があるものをいう。

（6）日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい

う。

（7）その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

《投資対象地域による属性区分（重複使用可能）》

（1）グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の

中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

（2）日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（4）欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（5）アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く

アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（6）オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア

ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（7）中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（8）アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ

地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（9）中近東（中東）・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中

近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（10）エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ

マージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいう。

《投資形態による属性区分》

（1）ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・

オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と

して投資するものをいう。

（2）ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ

ンド・オブ・ファンズをいう。

《為替ヘッジによる属性区分》

（1）為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の

資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

（2）為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨

の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい

う。

《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》

（1）日経225

（2）TOPIX

（3）その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
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《特殊型》

（1）ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、

積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動

（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものを

いう。

（2）条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕

組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収

益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一

定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

（3）ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場

に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは

ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す

旨の記載があるものをいう。

（4）その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（3）に掲げる属性のいず

れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成24年11月30日 投資信託契約締結、設定、運用開始

 

＜訂正後＞

平成24年11月30日 投資信託契約締結、設定、運用開始

平成29年3月27日 主要投資対象に中国Ａ株コネクトマザーファンドを追加

追加信託金の限度額を100億円から500億円に変更

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

 

■　ファミリーファンド方式

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、そ

の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う

仕組みです。

 

 
■　ファンドの関係法人とその役割
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関係法人 役割

委託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算

（基準価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信

託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）および運

用報告書の作成・交付等を行います。

受託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の

指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。

再信託受託会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。

販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」

に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、

投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱い、解約

請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の

支払事務等を行います。

 
■　委託会社の概況（平成28年10月末日現在）

 

◆　資本金

10億円

 

◆　委託会社の沿革

昭和39年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立

昭和62年 6月27日 第三者割当増資の実施（新資本金　4億5,000万円）

平成 2年 6月30日 第三者割当増資の実施（新資本金　10億円）

平成20年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ

ジメント株式会社」に変更

 

◆　大株主の状況
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名　　称 住　　所 持株数 持株比率

岡三興業株式会社

株式会社岡三証券グループ

株式会社りそな銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

東京都中央区日本橋小網町9番9号

東京都中央区日本橋1丁目17番6号

大阪市中央区備後町2丁目2番1号

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

253,400株

174,801株

41,150株

41,150株

41,149株

30.71％

21.19％

4.99％

4.99％

4.99％

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

 

■　基本方針

ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　運用方法

 

ａ　投資対象

中国Ａ株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

 

ｂ　投資態度

 

イ．中国Ａ株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に中国経済の発展で恩恵を

受けると思われる中国Ａ株市場上場の株式を中心に投資を行うことで、投資信託財産の成

長を目指します。

 

ロ．投資にあたっては、主に中国Ａ株市場の上場株式の中から、利益成長やバリュエーショ

ンから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築

します。また、中国Ａ株の上場投資信託（ＥＴＦ）および香港市場上場株式に直接投資

する場合があります。

 

ハ．原則として、中国Ａ株マザーファンドの組入比率は高位とします。

 

ニ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 

ホ．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

＜訂正後＞

 

■　基本方針

ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　運用方法

 

ａ　投資対象

中国Ａ株マザーファンドおよび中国Ａ株コネクトマザーファンド（以下、「マザーファン
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ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

ｂ　投資態度

 

イ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に中国経済の発展で恩恵を受ける

と思われる中国Ａ株市場上場の株式を中心に投資を行うことで、投資信託財産の成長を

目指します。

 

ロ．投資にあたっては、主に中国Ａ株市場の上場株式の中から、利益成長やバリュエーショ

ンから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築

します。また、中国Ａ株の上場投資信託（ＥＴＦ）および香港市場上場株式に直接投資

する場合があります。

 

ハ．原則として、マザーファンドの組入比率は高位とします。

 

ニ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 

ホ．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

＜更新後＞

 

■　投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 

ａ　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物

取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

 

ｂ　次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

 

■　運用の指図範囲

 

ａ　有価証券

委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三

井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である中国Ａ株マザーファ

ンドおよび中国Ａ株コネクトマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の

受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

イ．株券または新株引受権証書

ロ．国債証券

ハ．地方債証券

ニ．特別の法律により法人の発行する債券
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ホ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

ヘ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定

めるものをいいます。）

ト．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号

で定めるものをいいます。）

チ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2

条第1項第7号で定めるものをいいます。）

リ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証

券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

ヌ．コマーシャル・ペーパー

ル．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券

ヲ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の

性質を有するもの

ワ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも

のをいい、振替受益権を含みます。）

カ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号

で定めるものをいいます。）

ヨ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。）

タ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。）

レ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

ソ．外国法人が発行する譲渡性預金証書

ツ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。）

ネ．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

ナ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの

ラ．外国の者に対する権利でナ．の有価証券の性質を有するもの

 

ｂ　金融商品

委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運

用することを指図することができます。

イ．預金

ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

ハ．コール・ローン

ニ．手形割引市場において売買される手形

ホ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

ヘ．外国の者に対する権利でホ．の権利の性質を有するもの

 

ｃ　特別な場合の運用指図

ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

13/23



上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することの指図

ができます。

 

(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要

 

中国Ａ株マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引所）

に上場する中国Ａ株を投資対象とします。

投資態度 ①　主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引

所）に上場する中国Ａ株を投資対象とし、投資信託財産の成長を目指し

ます。

②　投資にあたっては、中国Ａ株市場上場株式の中から、利益成長やバリュ

エーションから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定

し、ポートフォリオを構築します。

③　原則として、中国Ａ株の組入比率は高位とします。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては、現金もしくは中国Ａ株以外の証券に

投資することがあります。

主要な投資制限 ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割

合には制限を設けません。

②　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投

資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年10月21日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

期中には分配を行いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めると

ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を

超えないものとします。

 

中国Ａ株コネクトマザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 中国Ａ株を主要投資対象とします。
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投資態度 ①　上海／深セン・香港ストックコネクトを利用し、香港市場を通じて中国

の取引所に上場している中国Ａ株に投資を行います。

②　投資にあたっては、中国Ａ株の中から、利益成長やバリュエーションか

ら見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォ

リオを構築します。

③　株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主要な投資制限 ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割

合には制限を設けません。

②　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投

資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産の投資割合には制限を設けません。

④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年10月21日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

期中には分配を行いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めると

ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を

超えないものとします。

 

３【投資リスク】

＜更新後＞

 

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さ

まに帰属します。

ファンドは、中国Ａ株市場上場の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた

有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。ま

た、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

 
＜投資リスク＞

 
■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響

により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。
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■　為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、

外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対

して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。

投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

 

■　信用リスク

有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する

外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金

が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を

被る可能性があります。

債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファン

ドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 

■　流動性リスク

有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等

における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が

通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。

このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 

■　カントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社

会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

特に、新興国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側

面があることから、新興国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。

 

※　基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

 
＜留意事項＞

 
・　購入・換金のお申込みに関する取扱いが、2017年4月20日までと2017年4月21日以降では異なり

ます。詳しくは、第2［管理及び運営］1［申込（販売）手続等］および2［換金（解約）手続
等］をご覧ください。

 
・　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）

の適用はありません。

 
・　投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ

りません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ
ん。

 

・　分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を

超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収

益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全

部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に

より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 

・　ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザー

ファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおい

て追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいて
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も売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

 
中国Ａ株投資における主なリスクおよび留意点

・　「中国Ａ株マザーファンド」における中国Ａ株への投資については、ＱＦＩＩ（適格国外機関

投資家）制度上の回金規制の制約を受けます。また、「中国Ａ株コネクトマザーファンド」で

は、取引執行、決済など上海／深セン・香港ストックコネクト特有の条件や制限により、意図

したとおりの取引ができない場合があります。さらに、中国当局の政策変更などにより、中国

国外への送金規制などが行われた場合には、予定通り回金が行えない可能性があります。その

ような場合、換金代金の支払いが遅延することや、換金のお申込みの受付を中止することや、

既に受付けた換金のお申込みを取り消すことがあります。

 

・　中国の証券関連の法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。

ＱＦＩＩ制度および上海／深セン・香港ストックコネクトを通じた中国Ａ株投資に対する課税

の取扱いについては今後変更となる可能性があります。

株式等の譲渡に対する所得税等は、2014年11月17日以降、当面課税が免除されています。将来

的に、課税が行われることとなった場合、ファンドが実質的に負担する可能性があります。そ

の場合には、ファンドにおける信託財産留保額を引き上げる場合があります。また、中国の税

務当局の決定次第では、過去の売買益にも遡及して課税される可能性があります。

 

・　上海／深セン・香港ストックコネクトにおいては、ＱＦＩＩ制度と異なり、上海・深セン証券

取引所に上場する中国Ａ株のうち、取引可能な銘柄が限定されています。また、取引通貨はオ

フショア人民元となり、ＱＦＩＩ制度の取引通貨である中国本土のオンショア人民元の為替

レートの値動きとは乖離する場合があります。

 

・　中国の証券市場および証券投資に関する枠組みには、様々な制限および制約があります。これ

らの制限および制約は、多くが中国当局の裁量によって行われます。中国の証券市場に対して

種々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更などによる新たな規制が設けられた場

合、投資対象市場が著しく悪影響を被る可能性があります。

 

・　ファンドは、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や

むを得ない事情（中国の証券制度における投資枠を超える場合、投資対象国における非常事態

による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、送回金制限等）により、委託会社の判断で

ファンドの購入、換金のお申込みの各受付を中止することやすでに受付けた購入、換金のお申

込みを取消す場合があります。

 

※上記は、中国A株投資における主なリスクおよび留意点であり、すべてのリスク等を網羅したものではあ

りません。

 

＜投資リスクに対する管理体制＞

 
・　運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等

運用のリスク管理に関する事項を決定します。

 

・　リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規

程及び投資信託約款等（以下、「法令諸規則等」という。）に定める運用の指図に関す

る事項の遵守状況を確認します。

 

リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

①　運用の指図に関する帳票の確認

②　検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認

③　その他検証を行うために必要な行為
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発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして

適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス

チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は

適正性について確認を行います。

 

・　運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析

会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入

状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。

 

 

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

18/23



 

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

 

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。ただし、ＱＦＩＩ制度における投資枠を超える場合、取得申込

みの受付を中止することがあります。

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得

ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受

付を取消すことがあります。

 

■　取得申込不可日

以下に該当する日は、取得申込みの受付を行いません。

 

・上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの休業日

 

◆　「取得申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、

委託会社のホームページにも、掲載いたします。

（略）

 

＜訂正後＞

 

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。
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ただし、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを

得ない事情（中国の証券制度における投資枠を超える場合、投資対象国における非常事態によ

る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、送金制限等）があるときは、取得申込みの受付を

中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

■　取得申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。

 

＜平成29年4月20日まで＞

・上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの休業日

 

＜平成29年4月21日以降＞

・上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証券取引所の休業日

・翌営業日もしくは翌々営業日が、上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証

券取引所の休業日となる日

 

◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

（略）

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

 
■　換金申込受付日

毎月21日のみ換金申込受付日として換金できます。(21日が委託会社の休業日または上海証

券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかが休業日の場合は、翌日以降の上海

証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれもが休業日にあたらない最初の委託

会社の営業日である日とします。)その他の日は換金できません。

 
◆　詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。

 
■　換金申込受付時間

原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付

として取り扱います。
 

（略）
 

■　解約請求の受付の中止及び取消

・　ＱＦＩＩ制度上の回金規制の制約や中国当局の政策変更等により、中国国外への送金規制や円

と中国人民元との交換停止等の措置がとられた場合には、解約請求の受付を中止することや、

すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。

・　取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情

があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すこ

とがあります。

・　解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求

を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当

該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算され

た価額とします。
（略）
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＜訂正後＞

 
■　換金申込受付日

 

＜平成29年4月20日まで＞

毎月21日のみ換金申込受付日として換金できます。(21日が委託会社の休業日または上海証

券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかが休業日の場合は、翌日以降の上海

証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれもが休業日にあたらない最初の委託

会社の営業日である日とします。)その他の日は換金できません。

 

＜平成29年4月21日以降＞

受益者は、販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きます。）に、販売会社を通

じて、換金の請求をすることができます。

 
■　換金申込不可日

 

＜平成29年4月21日以降＞

以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。

 

・上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証券取引所の休業日

・翌営業日もしくは翌々営業日が、上海証券取引所または深セン証券取引所もしくは香港証

券取引所の休業日となる日

 
◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託

会社のホームページにも、掲載いたします。

 
■　換金申込受付時間

原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付

として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日（ただし、換金申込不可日を除

きます。）の取扱いとなります。
 

（略）
 

■　解約請求の受付の中止及び取消

・　取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、回金制限等）

があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すこ

とがあります。

・　解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求

を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当

該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（ただし、換金申込不可日を除きます。）

に解約請求を受付けたものとして計算された価額とします。
（略）

 

３【資産管理等の概要】

（５）【その他】

＜訂正前＞
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■　投資信託契約の解約（繰上償還）

ａ　委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると

認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ったとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

ｂ　委託会社は、主要投資対象とするマザーファンドにおいて、中国Ａ株を含む人民元建て資産

への投資が不可能となった場合等信託の維持が困難になった場合、または委託会社がＱＦＩ

Ｉ（適格国外機関投資家）としての認可を中国当局から取り消された場合には、受託会社と

合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会

社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

ｃ　委託会社は、ａの事項について、書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由

などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受

益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｄ　ｃの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

ｅ　ｃの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。

ｆ　ｃからｅまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。また、ｂの規定に基づいてこの投資信託契約

を解約する場合、ならびに投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であってｃからｅまでの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

 

（略）

 

■　反対者の買取請求権

投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約ま

たは重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信

託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

（略）

 

＜訂正後＞

 

■　投資信託契約の解約（繰上償還）

ａ　委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると

認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ったとき、

またはやむを得ない事情（中国Ａ株を含む人民元建て資産への投資が不可能となった場合

等）が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を

監督官庁に届出ます。

ｂ　委託会社は、ａの事項について、書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由

などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受

益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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ｃ　ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。

ｅ　ｂからｄまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であってｂからｄまでの手続きを行うことが困難な場合に

は適用しません。

 

（略）

 

■　反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部

の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と

して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（繰上償

還）または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条

第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

（略）
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